
会 議 録
様式第３号

会 議 名 平成１６年度（第２回）川西市国民健康保険運営協議会

事 務 局 市民生活部 保険年金課 （内線２６２１）

開 催 日 時 平成１６年９月２４日（金） 午後１時４０分～午後３時５５分

開 催 場 所 川西市役所 ５階 ５０２会議室

委 員 今中 利信 坂上 薮内 玲子 磯部 良昌衞

釜本 普子 頭司 康二 水和 久 安藤 修

出 植田 康子 佐々木 忠利

席 そ の 他

者 事 務 局 畑尾助役 鎌足部長 竹本室長 今北課長

溝畑課長 井谷課長補佐 作田主査 志波主任 稲治

傍聴の可否 可 ・不可・一部不可 傍聴者数 １名

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由

（１）川西市国民健康保険税の課税状況等について

（２）平成１６年度川西市国民健康保険事業特別会計決算見込み及び平成

会 議 次 第 １７～１９年度川西市国民健康保険事業特別会計中期収支試算について

（３）平成１７年度川西市国民健康保険税について

＜所得割課税方式・税率＞

（４）その他

（１）川西市国民健康保険税の課税状況等について

（２）平成１６年度川西市国民健康保険事業特別会計決算見込み及び平成

開 催 結 果 １７～１９年度川西市国民健康保険事業特別会計中期収支試算について

（３）平成１７年度川西市国民健康保険税について

＜所得割課税方式・税率＞

（１ （２ （３）資料により事務局が説明） ）

（４）その他 次回の会議開催日程について通知



審 議 経 過 ( )1
事務局 定刻を過ぎ、４名の欠席者がおられますが、川西市国民健康保険運営協議会規則第４

条第１項に基づき、協議会は成立いたします。

会 長 それでは、ただ今より平成１６年度第２回目の川西市国民健康保険運営協議会を開催

いたします。

本日は、大変お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

前回は、平成１５年度の決算状況、及び国民健康保険を取り巻く状況、及び国民健康

保険税所得割額の課税方式の概要等をご協議頂いたところでありますが、引き続き本年

度の財政状況等の報告に加え、賦課方式についてより踏み込んだ内容の説明が当局より

されます。

それでは、開催にあたりまして、畑尾助役よりあいさつをお願いいたします。

助 役 皆様、こんにちは。助役の畑尾でございます。

本日は、時節柄何かとお忙しい中にもかかわりませず、先週に引き続きまして平成１

６年度における第２回目の国民健康保険運営協議会を開催していただきまして誠に有り

難うございます。

平素より、国保事業の運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日は平成 年度国民健康保険事業特別会計の決算見込み、平成 年度から16 17
平成 年度国民健康保険事業特別会計の中期収支試算、平成 年度川西市国民健康保19 17

、 。険税所得割課税方式 及び税率その他を議題といたしまして開催させていただきました

16まず、川西市国民健康保険税の課税状況並びに、国民健康保険事業に関する平成

年度の決算見込みのあらましでございますが、歳入歳出差引で 億 万円の赤字決1 9,495
算見込みとなっております。

次に、平成 年度から平成 年度国民健康保険事業特別会計中期収支試算について17 19
でありますが，歳入歳出差引最終 年度累積で 億 万円の赤字試算となってお19 11 5,256
ります。詳細につきましては、後程事務局よりご説明させていただきますが、厳しい財

政状況にあると言わざるを得ません。

、 、 、次に 平成 年度国民健康保険税所得割課税方式 及び税率についてでありますが17
平成 年度から平成 年度国民健康保険事業特別会計中期収支試算状況を踏まえて、17 19
医療給付費分及び介護納付金分に対する所得割課税方式の変更、及び税率について、後

程事務局よりご説明させていただきたいと思いますので、よろしくご審議の程お願い申

し上げます。

今後、来年度予算の編成時期を迎えるわけでございますが、より一層のご理解とご協

力をお願い申しあげましてご挨拶にかえさせていただきます。

よろしくお願い申しあげます。

会 長 ありがとうございました。

なお、本日は北川委員、三木委員、吉田委員と三枝委員が欠席されております。

、 、 、次に 本日の協議会議事録の署名委員の選出ですが 私から指名したいと思いますが

ご異議ございませんか。

各委員 ≪「異議なし」の声あり≫

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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会 長 それでは、植田委員と佐々木委員を署名委員に指名いたしますので、よろしくお願い

いたします。

次に、協議事項に移ります。

「 」 。協議事項第１の 川西市国民健康保険税の課税状況等について を議題といたします

事務局より説明願います。

事務局 ≪事務局説明≫

資料１頁の川西市国民健康保険税の状況等について説明させていただきます。

まず、被保険者及び所得の状況です。平成１２～１５年度までは決算数値、１６年度

は一部推計及び当初課税の状況を記載しております。左欄の被保険者世帯数・被保険者

、 、 、数と一般被保険者数は いずれも年度平均の数字で 景気の低迷や高齢化によりまして

増加の一途をたどっているところです。次の行には国保財政を左右する一般被保険者の

旧ただし書き所得を、さらに次の行には現行制度の市民税所得割額の合計数字をそれぞ

れ掲げています。被保険者数の増加にもかかわらず、対前年減となっています。

次に一人当たり額を旧ただし書き所得と市民税所得割額それぞれ対前年度伸び率、ま

た対１２年度伸び率で掲げています。対１２年度伸び率でただし書き所得では１６年度

７０．９％、対１２年度伸び率で市民税所得割額では１６年度６７．４％であり、景気

の低迷と両制度の違いが数字で表れるところです。

右表の１７年度～１９年度の算定では、推計に当たって、世帯数、被保険者数は１２

年～１５年の平均伸び率を適用し、調定額算定はこれの平均伸び率の２分の１を適用し

ています。これは全体調定額の２分の１を所得割が占めることから、被保険者数・世帯

、 、 。数は平均伸び率 所得割は先程説明の所得の落ち込みも考慮し 伸び率０としています

次に、法定軽減世帯数の推移（医療分 一般・退職合計）ですが１２年度決算と１５

年度決算の比較をしています。軽減世帯合計の欄ですが、全世帯に占める構成割合で平

成１２年度は３８．６％、平成１５年度で４１．３％と２．７％の増となっているとこ

ろです。

次に、国民健康保険加入者所得の種類区分（全体）ですが、１２年と１５年の３月末

での比較で 「年金を含むその他所得」が平成１２年度は９，５３３世帯で構成割合３、

． 、 ， ． ． 、９ ５％ 平成１５年度は１１ ３０６世帯で構成割合４０ ５％で１ ０％の伸びで

「所得なし」が平成１２年度は６，６４５世帯で構成割合２７．５％、平成１５年度は

８，１７１世帯で構成割合２９．３％で１．８％の伸びとなっており、景気の低迷、ま

た高齢化がうかがえるところです。以上で簡単ですが川西市国民健康保険税の状況とさ

せていただきます。よろしくご協議賜りますようお願いいたします。

会 長 説明は終わりました。

ただ今の説明につきまして、何かご質問・ご意見等はございますか。

委 員 資料１頁に世帯数が４千の増加で、軽減世帯数が２千とありますが、これは増加した

世帯のうち半分が軽減世帯になっているいうことですか。特に退職者世帯ですか。

事務局 増加した世帯が直接、軽減世帯になっているのではなく、既に加入している一般世帯

の所得が減少して軽減世帯となっています。

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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委 員 資料１頁の「所得なし」という所得種類区分は、全く所得がないのですか。

事務局 遺族年金や貯蓄での生活者も含みます。

委 員 課税方式が旧ただし書き方式になったら 「所得なし」の視点は変わりますか。、

事務局 変更はありません。

会 長 続きまして協議事項第２の「平成１６年度川西市国民健康保険事業特別会計決算見込

み及び平成１７～１９年度川西市国民健康保険事業特別会計中期収支試算について」を

議題といたします。

事務局より説明願います。

事務局 ≪事務局説明≫

それでは、平成１６年度川西市国民健康保険事業特別会計決算見込についてご説明さ

せていただきます（２～５頁の歳入・歳出の順に款項目節の順に朗読 。歳入歳出差引）

額△１９４，９５０千円の赤字決算見込みであります。次に平成１６年度介護納付金関

。 。係決算見込であります 先程ご説明の平成１６年度決算見込の介護関係抜粋であります

歳入歳出差引額△８３，９７７千円の見込みであります。

中期収支試算についてご説明させていただきます。資料７頁の平成１５年度～１９年

度一般被保険者に係る療養給付費・療養費・高額療養費に占める国保高齢割合等であり

ます。今回、国保財政の将来試算にあたり、平成１９年度までの中期試算といたしてお

ります。この表は支出の中で、国保財政の収支に直接多大の影響があり、一般被保険者

の療養給付費・療養費・高額療養費について前回説明より、詳しく記載しています。

、 。 ， 、まず 表の折れ線グラフの上の方です 平成１５年度２８ ４０２人となっていますが

これは老人保健対象者を除く一般被保険者の数であります。これに対し下の折れ線グラ

フの平成１５年度６４２人というのは一般の２８，４０２人に占める国保高齢者数で、

全体の２．３％を占めています。これが１９年度になりますと、３７，３０３人に対し

３，３７８人で、全体の９．１％の割合となります。次に棒グラフですが、背の高いも

のは、老健を除く一般被保険者の療養給付費・療養費・高額療養費の合計で、平成１５

年度被保険者数２８，４０２人に相応している数字で４３億２８０９万６千円で、背の

、 ． 。低いものは 国保高齢分２億４０８９万２千円でその割合は５ ５７％を占めています

これが、平成１９年度推計では、５８億７６２７万８千円に対し、１２億２７７８万９

千円で２０．８９％を占める見込みとなっています。

下段の表にはこれらの計数を記載しております。また、全体の給付は国保高齢者の給

付費増も相まって、対前年度で高い伸びを示しているところです。

次に８頁の平成１６年度川西市国民健康保険事業特別会計決算見込及び平成１７年度

～１９年度川西市国民健康保険事業特別会計中期収支試算についてご説明いたします。

税制改正影響、国保高齢の給付費増の要素を見込む必要があるとの判断から、平成１７

年度～１９年度の中期試算としています。また、右欄に算出基礎として算出に当たって

の考え方を掲げております（８～９頁の１５～１９年度の歳入・歳出の順に款項目節ご

とに朗読 。収支差引残の試算額が平成１７年度で△４９２，６５２千円、平成１８年）

度で△８１３，９０６千円、平成１９年度で△１，１５２，５６０千円と赤字が増加傾

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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向にあります。次頁に移ります。

１０頁では、平成１６年度川西市国民健康保険事業特別会計決算見込及び平成１７年

度～１９年度川西市国民健康保険事業特別会計中期収支試算（介護分）です。

介護納付金は、平成１２年度から介護保険制度が実施され、医療給付費分に併せて納

付いただく事となっております。課税対象の介護２号被保険者は年齢４０～６５歳未満

であり、その経理は国保会計の中で一体処理が可能となっているものの、介護部分の収

支を明らかにするため、別掲としているものです。内容については、先程説明の全体分

より介護関連を抜き出しているものです。最下段、収支差引残の試算額が平成１７年度

で△９５，６２０千円、平成１８年度で△１０８，５９３千円、平成１９年度で△１２

４，９８７千円の試算となっています。以上で、平成１６年度決算見込み及び１７年度

～１９年度川西市国民健康保険事業特別会計中期収支試算についての説明とさせていた

だきますので、ご協議よろしくお願いいたします。

会 長 説明は終わりました。

ただ今の説明につきまして、何かご質問・ご意見等はございますか。

委 員 年々赤字が増えていますが、払う人の負担ばかりが重くなっていくのでしょうか。子

供の給食費でも払えるのに払わない人がいるという例もありますが、今後どうしていく

つもりでしょうか。

事務局 高齢化の進展、医療の充実で医療費が増えています。健康増進ＰＲやレセプト点検等

で努力をしているが、目に見えてすぐに効果が現れるものではありません。よってこの

たびの改正を提案しているので、よろしくお願いいたします。

委 員 試算では支出が毎年１０億円ずつ増加していますが、収入もあって、差し引き年３億

円の赤字が出るということですね。保険改定は見込んでの数字ですか。

事務局 いいえ。現行制度で見込んでいます。

委 員 老健拠出金が平成１７年度にはいったん増えたりと変動がありますが、なぜですか。

事務局 概算で計算し、２年後に額が確定するしくみのため若干変動しますが、今後は老健対

象者が減少するので、当然老健拠出金も減少します。

会 長 他に、質問等ございませんか。

ないようですので、次に協議事項第３の「平成１７年度川西市国民健康保険税につい

て＜所得割課税方式・税率＞」を議題といたします。

事務局より説明願います。

事務局 ≪事務局説明≫

資料１１頁の平成１７年度川西市国民健康保険税について＜所得割課税方式・税率＞

についてご説明いたします。前回は全体影響を中心にご説明いたしましたが、今回は個

。 、 、 、人の観点からの資料としております まず 現行 市民税所得割方式による税率として

平成１７年度の配偶者特別控除の廃止により、国保所得割課税世帯（全世帯の４４％課

税）の４２％にあたる４，８００世帯に影響が出て、一世帯当たりの影響額としては、

医療５８，９００円、介護８，４００円と推計しております。

そして平成１８年度の公的年金控除の見直し、老年者控除の廃止により、６５歳以上

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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の国保被保険者２３，０００人の３２％にあたる７，３００人に影響が出て、一世帯当

、 、 ， （ ）、たりの影響額としては 年金控除見直しにより 医療３５ ７００円 介護は影響なし

そして老年者控除廃止により、医療８５，６００円（介護は影響なし）と推計しており

ます。

配偶者特別控除、公的年金控除、老年者控除すべて該当の場合、影響が最大となり１

８０，２００円と推計しております。

また１７～１９年度を一単位とし累積赤字解消としてみたときの税率ですが、配偶者

特別控除の廃止・公的年金控除の見直し・老年者控除の廃止による増収で、所得割税率

、 、は現行の７００％から５９０％への１６％減 均等割・平等割は増減無しとなりますが

増税は特定世帯にかかり、負担が現行に比べ偏ることとなります。さらに地方税法改正

影響を旧ただし書き方式（税率医療６．７１％）で推計した場合、１８年度の公的年金

控除の見直しにより、６５歳以上の国保被保険者２３，０００人の３２％にあたる７，

３００人に影響が出て、一世帯当たりの影響額としては年金控除見直しにより、医療１

３，４００円（介護は影響なし）と推計しております。

続きまして１２頁をご覧下さい。平成１５～１９年度国民健康保険事業特別会計予算

収支差引表について説明いたします。これは先程来よりご説明の中期収支の医療分・介

護分・全体分の計数を一覧にまとめたものであります。医療分の累積で１７年度△２７

８，４３４千円、１８年度△４９１，０９５千円、１９年度△７０４，７６２千円、介

護分の累積で１７年度△２１４，２１８千円、１８年度△３２２，８１１千円、１９年

， 、 ， 、 ，度△４４７ ７９８千円 全体分で１７年度△４９２ ６５２千円 １８年度△８１３

９０６千円、１９年度△１，１５２，５６０千円の見込みであります。

次に、平成１７・１８年地方税法改正・予算収支影響額＜推計＞です。これは税制改

正の国保財政への影響分を試算したものであります。国保財政への直接の影響は、医療

分は一般被保険者、介護分では、一般及び退職が該当するところです。現行の市民税所

得割方式では、収納額累計では１７年度１３８，５２９千円、１８年度８４３，９０７

千円、１９年度で１，５４９，２８５千円となり、上記予算収支との比較で赤字解消と

はなりますが、課税のゆがみ等問題が生じるところです。そして改定案の旧ただし書き

方式による収納額累計では、１８年度７０，２８５千円、１９年度で１４０，５７０千

円の改善となります。

次に、１３頁の川西市国民健康保険税率試算表（旧ただし書き方式）についてご説明

いたします。今までのご説明で現行の川西市の所得割課税方式は、今後において問題が

あり、課税方式変更に一定の理解がいただけるものとして、旧ただし書き方式について

説明を進ませていただきます。ケース は１９年度までの赤字１，１５２，５６０千A
円を３年間で解消であります。１，１５２，５６０千円÷３年＝３８４，１８７千円を

単年解消必要額として試算し、これに税制改正影響として年金控除影響が１８・１９年

にありますが、これを組み込み試算しています。課税限度額は医療分５３万円、介護分

８万円で全体引上率が１２．８４％です。ケースＢは１５年度赤字１３２，３７９千円

の２分の１である６６，１９０千円と１６年度から１９年度までの赤字１０２０１８, ,
※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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１千円の計１，０８６，３７１千円を３年間で解消であります。１７・１８年の年金控

除の税制改正を考慮し、課税限度額は医療分５３万円、介護分８万円、全体引き上げ率

１２．１０％で、丙では１億円を医療分が負担するとして調定額は医療分３，３０４，

３７３千円、介護分３１２，５４１千円、計３，６１６，９１４千円で医療分は１１．

６１％の引き上げ率で所得割８．２５％、均等割２５，０００円、平等割２８，０００

円で介護分は引き上げ率１７．６６％で所得割１．６４％、均等割７，３００円、平等

割４，２００円であります。表ではパターンを６通り掲げましたが、ご協議いただき、

方向をお示しいただければと思っております。

次に、１４頁の賦課限度額についてご説明いたします。国民健康保険税の賦課限度額

について、税は本来、保険料としての性格を有することから、所得に応じて負担する応

能割額を受益の要素により一定限度を設け修正を加えたものであり、医療給付費分の法

定限度額は平成９年度から５３万円となっています。賦課限度額を低く抑えることは、

結果として高額所得層が所得に応じて負担すべき額を中間所得層に転嫁することとな

り、中間所得層の負担緩和の観点からは、賦課限度額を法定限度額である５３万円まで

引き上げることが法の趣旨にかなうこととなります。

参考として近隣都市の状況を記載しています。近隣では西宮・三田・川西を除いて限

度額５３万円の状況です。また最下欄に現行方式と所得割課税方式変更による相違を記

載しています。限度超過世帯割合は、現行５２万円で１，８０２世帯で全世帯比６．３

％、改定案５２万円で１，０１９世帯で全世帯比３．５％、改定案５３万円で９８６世

帯で全体比３．４％の試算となっています。

１５頁の国民健康保険税所得割課税・増減均衡・課税限度額変換表であります（市民

税所得割方式：税率７００％ 旧ただし書き方式：税率８．２５％ 課税限度額５３万

円 。試算表では６ケースありますが、給与所得者２人世帯（主４５歳・妻４０歳）の）

ケースについて説明いたします。市民税所得割方式では所得１１３万円が、旧ただし書

き方式では所得３４万円に下がり、増減均衡点は所得１２１万円で、限度額到達金額は

市民税所得割方式では所得３１８万円で、旧ただし書き方式では所得５８１万円となり

ます。

所得割課税方式変更の影響額ですが、減額部分では課税方式変更に伴う影響額は、３

， ， 、 ， 、 ，２４ ５０２ ３００円 影響世帯数５ ０５５世帯で 増額部分では影響額は８０８

６５８，６００円、影響世帯数１２，９９３世帯となります。

１６頁です。それでは平成１７年度国民健康保険税税率改定案＜Ｂの丙＞案で、現行

と改定案についてご説明いたします。財務収支では医療一般分が直接影響いたしますの

で、一般分により説明いたします。表の左側に現行（医療：所得割７００％、均等割２

５，０００円、平等割２８，０００円、賦課限度額５２万円 介護：所得割１００％、

均等割６，０００円、平等割３，５００円、賦課限度額８万円）を、右側に改定案（医

療：所得割８．２５％、均等割２５，０００円、平等割２８，０００円、賦課限度額５

３万円 介護：所得割１．６４％、均等割７，３００円、平等割４，２００円、賦課限

度額８万円）を記載しております。

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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、 ， ， ， 、 ， ，賦課税額合計で 現行医療分２ ９５０ ３４２ ０００円 介護分１７８ １１７

０００円、改定医療分３，３０４，３７３，０００円、介護分２０９，４０２，０００

円、現行との差が医療分３５４，０３１，０００円、介護分３１，２８５，０００円、

合計３８５，３１６，０００円となります。また、合計税額対比医療分１２．００％、

介護分１７．５６％、合計１２．３２％の増となります。

１７頁ですが、平成１７年度国民健康保険税税率改定案＜Ｂの丙＞であります。全体

分ですが、税率については、一般分と同じであります。

、 ， ， ， 、 ， ，賦課税額合計で 現行医療分４ １２３ ８１６ ０００円 介護分２６４ ２１２

０００円、改定医療分４，６３９，０５７，０００円、介護分３１２，５４１，０００

、 、 ， ， 、 ， ， 、円 現行との差が 医療分５１５ ２４１ ０００円 介護分４８ ３２９ ０００円

合計５６３，５７０，０００円となります。また、合計税額対比医療分１２．４９％、

介護分１８．２９％、合計１２．８４％の増となります。

１８頁の平成１７年度国民健康保険税税率改定案＜Ｂの丙＞であります。退職分です

、 。 、 ， ，が 税率については一般分と同じであります 賦課税額合計で 現行医療分１ １７３

４７４，０００円、介護分８６，０９５，０００円、改定医療分１，３３４，６８４，

０００円、介護分１０３，１３９，０００円、現行との差が、医療分１６１，２１０，

、 ， ， 、 ， ， 。０００円 介護分１７ ０４４ ０００円 合計１７８ ２５４ ０００円となります

また、合計税額対比医療分１３．７４％、介護分１９．８０％、合計１４．１５％の増

となります。

１９頁の川西市国民健康保険税、地方税改正影響額並びに所得割課税方式変更試算比

較についてご説明いたします。１９頁は給与収入者について、２０頁は年金収入者につ

いて現行税率７００％と旧ただし書き所得８．２５％とで、それぞれ税制改正後の保険

税が収入に占める割合を比較したものであります。

１人世帯で給与収入４５０万円の場合、収入にしめる国保税の割合は現行の市民税所

得割方式の場合１１．５６％、市民税所得割方式の税制改正後の場合、同じく１１．５

６％、旧ただし書き方式の税制改正後の場合、６．１８％となります。

２人世帯で給与収入４５０万円の場合、収入にしめる国保税の割合は現行の市民税所

得割方式の場合８．６９％、市民税所得割方式の税制改正後の場合、１０．５５％、旧

ただし書き方式の税制改正後の場合、６．７４％となります。

２０頁に移ります。年金収入にかかる負担割合の変化比較表であります。

（ ） （ 、２人 妻の年金収入７９万円 世帯で年金 ６５歳未満で内１人は基礎年金満額収入

配偶者特別控除該当収入）収入２５０万円の場合、収入にしめる国保税の割合は現行の

市民税所得割方式の場合４．１８％、市民税所得割方式の税制改正後の場合、５．９７

％、旧ただし書き方式の税制改正後の場合、５．３０％となります。

（ 、 ）１人世帯で年金 ６５歳以上で内１人は基礎年金満額収入 配偶者特別控除該当収入

、 ．収入３５０万円の場合 収入にしめる国保税の割合は現行の市民税所得割方式の場合５

６９％、市民税所得割方式の税制改正後の場合、１０．０５％、旧ただし書き方式の税

制改正後の場合、６．０４％となります。

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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（ ） （ 、２人 妻の年金収入７９万円 世帯で年金 ６５歳以上で内１人は基礎年金満額収入

配偶者特別控除該当収入）収入３５０万円の場合、収入にしめる国保税の割合は現行の

市民税所得割方式の場合２．４７％、市民税所得割方式の税制改正後の場合、７．４０

％、旧ただし書き方式の税制改正後の場合、５．５１％となります。

次に、２１頁国民健康保険税所得段階別負担額調べ＜給与＞です。現行制度と旧ただ

し書きＢの丙のケースで示させていただいています。

２人世帯（世帯主５０歳、妻５０歳 ２人共２号被保険者）の給与収入４５０万円の

場合であります。現行に対する改定後の負担額の対比は医療分△３６．１５％、介護分

△１２．０５％、合計△３２．９７％となります。

次の２２頁は国民健康保険税所得段階別負担額調べ＜年金＞です。現行制度と旧ただ

し書きＢの丙のケースで示させていただいています。６５歳以上のケースを上２段で示

させていただいておりますが、平成１８年度から年金控除が見直しされることとなりま

す。これにより課税額が上昇し負担率も変わることとなります。よって１８年度からは

下２段の６４歳以下のケースとほぼ同じになります。今回、現行で１７年度の説明をい

たします。

２人世帯（世帯主、妻ともに６５歳以上）の年金収入２５０万円の場合であります。

． 、 、 ．現行に対する改定後の負担額の対比は医療分１２６ ７６％ 介護分０％ 合計１２６

７６％となります。

最下欄（４）の２人世帯（世帯主、妻ともに６４歳以下）の年金収入２５０万円の場

。 ． 、 ．合であります 現行に対する改定後の負担額の対比は医療分５７ ３５％ 介護分８７

６２％、合計６２．０１％となります。

以上をもって、平成１７年度川西市国民健康保険税＜所得割課税方式及び税率＞につ

いての説明とさせていただきます。ご協議よろしくお願いいたします。

会 長 説明は終わりました。

ただ今の説明につきまして、何かご質問・ご意見等はございますか。

委 員 第一回目の協議会資料や今回の資料から見ても減額・増額世帯ともあるのが事実です

ね。

事務局 減額世帯１８％、増額世帯４０％と想定しております。

介護分の赤字幅が大きいので、資料１３頁では６つのケースを示しています。単純に

考えれば、ケース の甲となるが、介護分の負担割合を減らすため、甲から丙のパタA
ーンを示しました。ケースＢについては見込み値は流動的であり、保険者側の努力も考

慮し示しました。

委 員 法定限度額は今後も上がっていくのですか。

事務局 課税限度額超過世帯が減少するように国に要望しております。

事務局 資料１１頁から説明をずっとさせていただきましたが、大きな地方税制改正の中で国

保の課税方式を現行制度のまま続けると負担が大きすぎます。そこで、課税方式を変更

したらどうだろうかとその是非を判断をしていただきたいのです。また、変更した場合

にはどのようなケースが良いのか、審議のほどよろしくお願いいたします。

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。
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課税方式を変更するとしたら１２月市議会に提出し、市民へのＰＲ等も考えているた

めよろしくお願いいたします。

委 員 課税方式は変更すべきと考えます。税のしくみは複雑すぎて、特に年金所得層への税

制改正の影響は大きいです。過去からも税制改正ごとに国保の税率改正をしてきたので

はありませんか。

事務局 平成１０～１１年に特別減税があり、その時にかなり国保税への影響がありました。

そのような点も踏まえ、国保税の計算も単純で、多くの市町が採用している「旧ただし

書き」方式へ変更していきたい。

委 員 ほとんどの市が「旧ただし書き」方式なのではありませんか。

事務局 宝塚市・神戸市など別の方式を採用しているところもありますが 川西市としては 旧、 「

ただし書き」方式が最適と考えています。

委 員 近隣市町では税と料のどちらが多いですか。

事務局 税は議会・審議会で審議し、条例で税率を決定します。徴収権が５年です。それに対

、 。 。し 料は議会では賦課の割合等大きなところだけを決定します あとは告示で定めます

徴収権は２年です。

税という表現のほうが徴収がしやすい面がありますが、大差はありません。

今回の審議では税を料に変更するということは視野にいれておりませんが。

委 員 それは承知で話をさせてもらいますが、社会風潮からすると節税意識が強すぎるとい

うか、まともに納税している人の方が損をしているような感じがします。納税しやすい

のは税なのか料なのか検討は必要ではないでしょうか。

事務局 国民健康保険法では料という形をとるよう謳っています。ただし、今までの経過の中

で税の方が徴収がしやすいという面もあり、税を採用しています。

しかし、平成２０年に医療制度改革があり、保険者統廃合の問題が出てくるので、そ

の時には委員のご指摘のように税にするのか、料にするのかの問題も論議されると思わ

れます。

会 長 他に、質問等ございませんか。

ないようですので、次に協議事項第４の「その他」に移ります。

皆さま、何かございますでしょうか。

事務局 次回の開催通知を配布させていただいておりますので、ご出席のほどよろしくお願い

いたします。

会 長 これをもちまして本日の協議会を終了させていただきます。お忙しいところどうもあ

りがとうございました。

以 上

※資料については、市政情報コーナーに備え付けています。

※ 主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。


